
成 年 被 後 見 人 等 の 権 利 の 制 限 に 係 る 措 置 の 適 正 化 等 を 図 る た め の

関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る

条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ １ 号  

 

成 年 被 後 見 人 等 の 権 利 の 制 限 に 係 る 措 置 の 適 正 化 等 を 図 る た

め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整

理 に 関 す る 条 例  

 

（ 亀 山 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

２ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ６ 条 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ６ 条 第 １ 号 」 に 改

め る 。  

 （ 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ ３ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ２ 条 第 ６ 項 中 「 当 該 各 項 に 」 を 「 こ れ ら の 規 定 に 」 に 改 め 、

「 、 若 し く は 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 し て 法 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規

定 に よ り 失 職 し 」 を 削 り 、 「 当 該 各 項 の 」 を 「 そ れ ぞ れ 第 ２ 項 又

は 第 ３ 項 の 規 定 の 」 に 改 め る 。  

第 ４ ４ 条 第 １ 項 中 「 、 若 し く は 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 し て 法

第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 失 職 し 」 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 中 「 、

若 し く は 失 職 し 」 を 削 る 。  

第 ４ ５ 条 第 ２ 号 中 「 （ 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 し て 失 職 し た 職

員 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 中 「 禁 錮
こ

」 を 「 禁

錮 」 に 改 め る 。  

  第 ４ ７ 条 第 １ 項 中 「 、 若 し く は 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 し て 法



第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 失 職 し 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 第 １ 号

中 「 、 若 し く は 失 職 し 」 を 削 る 。  

 （ 亀 山 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  亀山市職員退職手当支給条例（平成１７年亀山市条例第４６

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 （ 同 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 す る 場

合 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  

 （ 亀 山 市 消 防 団 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  亀 山 市 消 防 団 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ４ ８ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 第 １ 号 を 削 り 、 同 条 第 ２ 号 中 「 禁 錮
こ

」 を 「 禁 錮 」 に 改 め 、  

同 号 を 同 条 第 １ 号 と し 、 同 条 第 ３ 号 中 「 免 職 」 を 「 懲 戒 免 職 」 に

改 め 、 同 号 を 同 条 第 ２ 号 と し 、 同 条 第 ４ 号 を 同 条 第 ３ 号 と す る 。  

  第 ６ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 、 「 前 条 第 ３ 号 」 を 「 前 条 第 ２ 号 」 に 改

め る 。  

 （ 亀 山 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  亀 山 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定

め る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

 第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第

３ ４ 条 の ２ ０ 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 改 め る 。  

（ 亀 山 市 病 院 事 業 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  亀 山 市 病 院 事 業 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条

例 （ 平 成 ２ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

 第 １ ４ 条 及 び 第 １ ５ 条 中 「 、 若 し く は 地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条 第

１ 号 に 該 当 し て 同 法 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 失 職 し 」 を 削 る 。  

  第 １ ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 （ 同 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 す る 場



合 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  

附  則  

この条例中第１条から第４条まで及び第６条の規定は令和元年１２

月 １ ４ 日 か ら 、 第 ５ 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


